
（別添1）調査票　リチウムイオン電池等及びその使用製品の回収・処分の実施状況

1⑴　回収の実施状況

・調査対象8品目について、実施している回収方法を全て選択してください。

・定日回収や拠点回収を実施していない場合は、「⑨定日回収を実施していない」、「⑮拠点回収を実施していない」を選択してください。

・「（ⅲ）電気かみそり（電池が取り外せない製品）」、「（ⅳ）コードレス掃除機（電池が取り外せない製品）」について、電池が取り外してあるかどうかにかかわらず回収している場合は、記載対象となります。

・「（ⅶ）電池が破損・膨張したモバイルバッテリー」、「（ⅷ）電池が破損・膨張したスマートフォン」について、電池が破損・膨張しているかどうかにかかわらず回収している場合は、記載対象となります。

・　「回収を実施している」とは、貴市区町村において、ごみ収集カレンダー、広報誌、HP、SNS等により、住民に対して、当該回収方法を案内し、実際に回収している場合が該当します。

・集計の都合上、調査票は、セルの結合や行の追加等は一切行わないでください。特記事項がある場合は、備考欄に記載してください（以下同じ。）。

定日回収欄 拠点回収欄

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅲ）

（ⅳ）

（ⅴ）

（ⅵ）

（ⅶ）

（ⅷ）

※　記載方法は、別添2の2⑵を参照してください。

1⑵　調査対象8品目を回収していない理由

・上記1⑴において、「⑨定日回収を実施していない」、「⑮拠点回収を実施していない」のいずれか、又は、両方を選択した場合、その理由を全て選択してください。

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅲ）

（ⅳ）

（ⅴ）

（ⅵ）

（ⅶ）

（ⅷ）

※　記載方法は、別添2の2⑶を参照してください。

⑨その他

理由

備考

電池が破損・膨張したスマートフォン

電池が破損・膨張したスマートフォン

調査対象8品目

①ごみ集積
所、ごみ収
集車、回収
ボックスに
おける発火
防止措置な
ど適切な回
収方法が分
からない

②回収を実
施する人
員・予算が
ない

③ごみ処理
を行う一部
事務組合や
近隣市区町
村との調整
が必要かつ
困難

加熱式たばこ

ワイヤレスイヤホン

モバイルバッテリー

電気かみそり（電池が取り外せない製品）

コードレス掃除機（電池が取り外せない製品）

④回収方法
等の変更に
当たって、
住民や自治
会等との調
整が必要か
つ困難

⑤火災事故
等が発生し
ておらず、
分別回収す
る必要性に
乏しい

⑥JBRC、
製造事業
者・輸入販
売事業者、
小型家電リ
サイクル法
認定事業者
が回収対象
としている
ため

【参考】回答のエラーチェック（グレー
アウト箇所への回答）

1(1)で⑨及
び⑮に回答
しているの
に⑧に回答

ワイヤレスイヤホン

⑭リサイク
ラー等の民
間事業者の
営業所

リチウムイオン電池等

モバイルバッテリー

電気かみそり（電池が取り外せない製品）

⑦粗大ごみ ⑧その他
➉JBRC回
収ボックス

⑪小型家電
回収ボック
ス

⑫➉及び⑪
以外の回収
ボックス

⑬清掃工
場、クリーン
センター等
の廃棄物処
理施設

①資源ごみ
②危険ご
み・有害ご
み

③電池ごみ ④小型家電 ⑤可燃ごみ

備考

定日回収 拠点回収

回収拠点

コードレス掃除機（電池が取り外せない製品）

都道府県名

市区町村名

担当部局名

⑥不燃ごみ

調査対象8品目

回収方法

担当者名

連絡先メールアドレス

連絡先電話番号

加熱式たばこ

⑦回収した
としても処
分を委託で
きる適切な
事業者が分
からない・
見当たらな
い

⑧定日回収
又は拠点回
収のうち、
いずれか一
方の回収方
法を実施し
ているた
め、もう一
方の回収方
法は実施し
ていない

リチウムイオン電池等

電池が破損・膨張したモバイルバッテリー

電池が破損・膨張したモバイルバッテリー

収集区分

⑨定日回収
を実施して
いない

回収ボックス

【参考】無効回答チェック
（グレーアウト箇所への回答）

1(2)回答対
象外

1(1)で⑨及
び⑮に回答
していない
のに⑧に回

答

⑮拠点回収
を実施して
いない

※無効となる回答を行った場合
は、「要確認！」の表示が出ます
ので、回答内容を御確認くださ
い。

※無効となる回答を行った場合は、
「要確認！」の表示が出ますので、回
答内容を御確認ください。



2⑴　処分の実施状況

・全ての市区町村において回答してください。

・調査対象8品目について、該当する処分方法を全て選択してください。ただし、調査対象8品目を処理する過程で製品本体から電池を取り外し、取り外した電池と製品本体を別々に処分している場合は、取り外した電池の処分方法のみを選択してください。

・調査対象8品目を上記1⑴の回収方法で選択した以外の方法により回収した場合（例.不燃ごみ等を処理する過程で混入した製品を取り除いた場合）も含めて選択してください。

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅲ）

（ⅳ）

（ⅴ）

（ⅵ）

（ⅶ）

（ⅷ）

※　記載方法は、別添2の2⑷を参照してください。

2⑵　埋立て、焼却を実施している理由

・上記2⑴において、「⑤埋立て」、「⑥焼却」のいずれか、又は、両方を選択した場合、その理由を全て選択してください。

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅲ）

（ⅳ）

（ⅴ）

（ⅵ）

（ⅶ）

（ⅷ）

※　記載方法は、別添2の2⑸を参照してください。

ワイヤレスイヤホン

電池が破損・膨張したモバイルバッテリー

電池が破損・膨張したスマートフォン

電気かみそり（電池が取り外せない製品）

コードレス掃除機（電池が取り外せない製品）

加熱式たばこ

⑥製品本体
から電池を
取り外す作
業が負担

⑦電池の絶
縁処理作業
が負担

⑧「埋立て」
又は「焼却」
以外の処分
方法が分か
らない

リチウムイオン電池等

モバイルバッテリー

電池が破損・膨張したスマートフォン

調査対象8品目

①処分を委
託できる適
切な事業者
が分からな
い・見当た
らない

②事業者に
処分を委託
する予算が
ない

③ごみ処理
を行う一部
事務組合や
近隣市区町
村との調整
が必要かつ
困難

④事業者に
処分を委託
する調達・
契約手続に
係る事務作
業が負担

⑤事業者が
回収対象と
している電
池や製品を
選別する作
業が負担

⑨その他
備考

加熱式たばこ

ワイヤレスイヤホン

電池が破損・膨張したモバイルバッテリー

モバイルバッテリー

電気かみそり（電池が取り外せない製品）

コードレス掃除機（電池が取り外せない製品）

調査対象8品目

処分方法

備考①JBRCに
処分を委託

②製造事業
者・輸入販
売事業者に
処分を委託

③小型家電
リサイクル
法認定事業
者に処分を
委託

④①～③以
外の民間事
業者に処分
を委託

⑤埋立て

理由

⑥焼却

⑦適切な処
分先が見つ
かるまでス
トック

⑧その他

⑨回収して
おらず処分
を実施して
いない

リチウムイオン電池等

【参考】回答
のエラー
チェック（グ
レーアウト
箇所への回

答）

【参考】回答
のエラー
チェック（グ
レーアウト
箇所への回

答）

※無効となる回答を行った場合は、
「要確認！」の表示が出ますので、回
答内容を御確認ください。

※無効となる回答を行った場合は、
「要確認！」の表示が出ますので、回
答内容を御確認ください。
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